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生活保護基準引下げ「違法」の最高裁判決を踏まえ、速やかな対応を

求める意見書 

 

 上記議案を別紙のとおり提出いたします。 
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   提 案 理 由 

最高裁は、生活保護費を大幅に引き下げたことについて違法性を認め、減額処

分を取り消す判決を言い渡した。国が最高裁判決を真摯に受け止め、被害者への

謝罪と、被害回復及び再発防止に向けて具体的な対応を速やかに図ることを求め

るため、この案を提出する。 





生活保護基準引下げ「違法」の最高裁判決を踏まえ、速やかな対応を

求める意見書 

 

最高裁は６月２７日、国が２０１３年から２０１５年にかけて生活保護費を大

幅に引き下げたことについて違法性を認め、減額処分を取り消す判決を言い渡し

ました。この判決は、国の生活保護行政が「個人の尊厳」（憲法第１３条）、

「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」（憲法第２５条）を侵害し続けた

ことを厳しく断じた画期的判決です。 

提訴から１０年以上が経過し、原告の２割を超える２３２人が既に亡くなって

います。国は最高裁判決を真摯に受け止め、被害者への謝罪と、被害回復及び再

発防止に向けて、以下の具体的な対応を速やかに図ることを強く求めるものです。 

 

１ 生活保護基準引下げの影響を受けた全ての生活保護利用者に対して、直ちに

謝罪を行うこと。２０１３年からの生活保護費引下げ分を補償すること。 

２ 生活扶助基準と連動する諸制度への影響調査と被害の回復に取り組むこと。 

３ 違法とされた生活保護基準の設定に至る経過について、事実経過と原因調査

について検証を行うこと。 

 

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき意見書を提出します。 

 

令和７年９月  日 

 

埼玉県新座市議会     

 

内閣総理大臣 様 

厚生労働大臣 様 


